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第１５章 警報設備の基準（危政令第２１条） 

 

警報設備の技術上の基準（危省令第３６条の２～第３８条） 
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２ 警報設備の基準 

⑴ 消防機関に報知ができる電話は、危険物施設内になくても、同一敷地内のうち、速や

かに通報ができる位置にあることでよいものである。 

⑵ 自動火災報知設備を設けなければならない危険物施設（危省令第３８条第１項第１

号）以外の危険物施設で指定数量の倍数が１０以上のものに、危省令第３８条第２項の

例により自動火災報知設備を設けた場合は、危省令第３７条第２号から第５号までの

警報設備を設けないことができる。 

３ 自動火災報知設備の基準 

危省令第３８条第２項の規定のほか次によること。（H1 危 24） 

⑴ 感知器等の設置は、施行規則第２３条第４項から第８項までの規定の例によること。 

⑵ ⑴のほか施行規則第２４条及び第２４条の２の規定の例によること。 

４ 基準の特例 

次の⑴又は(2)の要件を満たし、かつ、係員が携帯電話を保有している場合については、

消防機関に放置ができる電話を設置しているものとして扱って差し支えないこと。（R7 

危 181）  

⑴ 製造所等の所在地が自社で通信設備を整備するいずれかの携帯電話事業者（ＭＮＯ）

のサービスエリア範囲内であること。 

⑵ 完成検査の際、携帯電話での通報が可能であることが確認できること。 


